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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について 

 

令和８年２月13日 

                                   茨城県県民生活環境部廃棄物規制課 

 

 このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」と

いう。）第14条の３の２第１項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。 

 

記 

 

事業者の名称及び所在地 
株式会社天馬 

（千葉県柏市豊四季 945番地 1372） 

許 可 番 号 産業廃棄物収集運搬業 第 00801196717号   

処 分 年 月 日 令和８年２月13日 

処 分 内 容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 

処 分 の 理 由 

株式会社天馬が、令和７年９月 17 日付けで千葉地方裁判所松戸

支部から破産手続開始の決定を受けたことは、法第７条第５項第４

号ロに該当し、当該事実は、法第 14条第５項第２号イに該当する。 

 


